
 

第 12 回（仮称）市民参加・協働のまちづくりプラン策定会議及び 

第 19 回庁内策定部会合同会議 次第 
                   

   

日 時：平成 24 年 12 月 26 日（水） 

9 時 30 分～ 

場 所：市役所 3階第 2会議室 

 

 

１ 開  会 

   (仮称)市民参加・協働のまちづくりプラン策定会議会長あいさつ 

 

２ 議  題 

（１）パブリックコメント等の結果と素案の修正について（報告）資料 1・2・3 

 

（２）(仮称)市民参加・協働のまちづくりプランの計画名について   資料 4 

 

（３）その他 

 

３ 閉  会 
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資料 1  

（仮称）市民参加・協働のまちづくりプランにおけるパブリックコメント結果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プラン一般について】 10 件（修正 1件 既記載 3件 参考 2件 その他 4件） 

番号 意見箇所 意見の内容 市の対応 

1 

P.2 

高齢化等の進

展と財政につ

いて 

限られた市財政を高齢者

支援よりも子育て支援や

学校教育の充実に活用す

べきである。 

【その他】 

素案には反映できませんが、ご意見とし

て伺います。 

2 

P.9 

市民の市民参

加・協働の現

状について 

計画策定における前段階

の現状分析にあたり、市

民アンケートや市民の取

り組みについての意見聴

取を行っておらず、現状

分析が甘く平面的であ

る。 

【その他】 

 直近に「健康に関するアンケート調査

（平成 20 年度実施）」、「第 12 回住民意識

調査（平成 21 年度実施）」、「第 5 期高齢

者福祉計画・介護保険計画策定に係るアン

ケート調査（平成 22 年度実施）」などの参

考となる市民アンケートを実施していた

ことから、費用削減と効率のため、プラン

の策定に際して、市民アンケートを実施し

ておりませんが、市民の意識調査にあたっ

ては、上記アンケート結果をもとに十分に

分析しています。 

自治会活動など市民の取り組みの把握

については、市は、自治会長と、平成 18

年度から小学校区ごとに年 3 回程度の意

見交換会（平成 23 年度実績 467 人参加）

を行うとともに、市民活動団体とも定期的

に意見交換を行っているところです。 

 今回のプランの策定にあたってはこの

ような取り組みを通じ、市民の活動の現状

を把握したうえで分析し、計画を策定して

います。 

募集期間：平成 24 年 10 月 15 日（月）～11 月 14 日（水） 30 日間 

応募意見：6 人 30 件 

市の対応：修 正   4 件  素案を修正するもの 

既記載   3 件  既に素案に盛り込んでいるもの 

参 考   14 件  素案には反映できないが、今後の参考とするもの 

その他    9 件  素案には反映できないが意見として伺ったもの 
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3 

P.18 

職員の意識改

革と養成を行

います。 

職員の意識改革という表

現があるが、現在の職員

の（正しい）意識も否定

するものなので、表現を

あらためる必要がある。 

【その他】 

プランの実行にあたっては、市は今まで

の意識やしくみを大きく変えて取り組む

姿勢が必要です。 

「意識改革」における「改革」という文

言には、ご指摘の意味も含まれますが、市

として今までの取り組みを踏まえたうえ

で、更に良くするという姿勢が求められて

いることから、職員の意識改革と表記して

います。 

4 

P.21 

まちづくり条

例・市民参加

条例ともに、

その対象事業

数が少ない 

まちづくり条例、市民参

加条例ともに対象事業数

が少ないことを問題点と

して挙げているが、市民

参加がきっちりと担保さ

れていれば、対象事業を

むやみに増やす必要はな

い。 

【参考】 

ご意見ありがとうございます。今後もま

ちづくり条例、市民参加条例の趣旨に基づ

き、対象事業に漏れがないよう進めて参り

ます。 

5 

P.21 

まちづくり条

例・市民参加

条例ともに、

（中略）市民

の認知度が低

い 

認知度は、高いに越した

ことはないが、まちづく

り条例、市民参加条例の

認知度が市民に低いこと

は大きな問題とは思えな

い。 

【その他】 

 白井市市民参加条例及び白井市まちづ

くり条例については、よりよい協働のまち

づくりの達成のために市民に対して、「市

民の責務」を規定した条例です。 

 市としては、広く市民参加を推進するた

めに条例を PR して認知度を高くしていき

たいと考えます。 

6 

P.26 

第 4 次総合計

画後期基本計

画第一次実施

計画における

市民参加・協

働の実施状況

について 

実施状況分析の公表をし

てください。 

【参考】 

 (仮称)市民参加・協働のまちづくりプラ

ンの策定にあたり、実施計画における各事

業について、市民参加・協働の実施状況を

調査していますので、(仮称)市民参加・協

働のまちづくりプランの策定にあわせて

公表します。 

 また、(仮称)市民参加・協働のまちづく

りプランの策定後も、協働の実施状況につ

いて公表して参ります。 
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7 

P.26 

第 4 次総合計

画後期基本計

画第一次実施

計画における

市民参加・協

働の実施状況

について 

実施状況については、市

民の分析も必要である。 

【既記載】 

プランでは、市民で組織する「(仮称)

市民協働推進委員会」を設置し、実施計画

事業における市民参加・協働の進捗状況な

どについて市民の視点で評価することと

なっています。 

8 

P.27 

協働の定義に

ついて 

市は、協働の定義におい

て、「市民と市」が「対等

であるという原則」が白

井市の考え方・定義から

欠如している。 

【修正】 

 市民参加・協働の定義については、白井

市市民参加条例の定義を記述しています。

 協働の定義については、新たに「協働を

進めるうえでの基本原則」及び「協働の定

義」について加えます。 

その中で、市民と市が協働を進めるうえ

でのお互いのルールとして、「対等な関係」

について記載し、わかりやすく表記しま

す。 

9 

P.36 

計画の実施の

あたって 

市が目指す姿として市民

参加・協働のイメージが

示されているが、計画の

実施にあたって、財政的

な検討がなされておらず

真実味がない。 

【既記載】 

 (仮称)市民参加・協働のまちづくりプラ

ンは、後期基本計画における事業を市民参

加・協働の視点で実施するために策定した

計画です。 

 したがって、本計画で定める事業の実施

段階にあたっては、総合計画に位置づけて

取り組むこととなります。 

 なお、総合計画の検討にあたっては、財

政的な検討を行って実施するものですの

で、計画の実施段階にあたっては、個別に

財政の検討を行うこととしています。 

10 

P.36 

計画の実施の

あたって 

市が目指す姿として、市

民参加・協働のイメージ

が示されているが、実現

するためには、小学校区

ごとに活動拠点を作り、

それ相当の処遇で専門職

を配置し、活動資金を提

供するのでなければその

組織は動かない。 

【既記載】 

 プランでは、市は地域の課題解決のため

の地域のしくみと環境づくりを行うこと

としており、小学校区を基礎としたまちづ

くり組織の設立とその支援を計画してい

ます。 
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【施策の具体的展開】 12 件（修正 2件 既記載 0件 参考 9件 その他 1件） 

番号 意見箇所 意見の内容 市の対応 

11 

P.42 

審議会などの

会議への市民

公募枠の拡大 

審議会等における市民公

募枠の拡大のためには、条

例などで定数や割合を定

めるべきである。 

【参考】 

 市民参加条例の策定過程において、市民

公募枠に一定基準を規定しないのは、設置

する審議会等のそれぞれの目的により、望

ましい委員の構成やその構成割合が異な

ることから、条例には定数や割合を定めて

いませんが、市は、審議会などの市民公募

枠については、できるだけ拡大していく方

針です。 

12 

P.42 

無作為抽出型

公 募 市 民 参

加・協働登録

制度の研究と

制度化 

無作為抽出型公募市民登

録の制度化は、市民参加を

活性化させる画期的な手

法なので、ぜひ成功に導い

て欲しい。 

【参考】 

ご意見ありがとうございます。一部の事

業で既に、無作為抽出された市民による市

政への参加のしくみを取り入れています。

今後、制度のあり方について検討して参

ります。 

13 

P.46 

市民大学校に

ついて 

市民大学校の位置付けと

卒業生の役割（リーダー養

成） 

【参考】 

 市では、一人ひとりの充実した生活の実

現と市民参加による協働のまちづくりを

推進するため、白井市民大学校を開校して

おり、卒業（在学）した方々で、地域社会

の担い手として地域で活躍されている

方々や、これから活躍したいとお考えの

方々も数多くいるところです。 

 このようなことから、市が実施する養成

講座にあたっては、市民大学校との連携に

より、在校生や卒業生へ情報提供を行いま

す。 

14 

P.46 

子ども世代と

地域との関わ

りの強化につ

いて  

自分たちが活動する市

民活動団体で、学校や子ど

もたちと市民活動団体が

連携する事業を実施して

いきたい。 

【参考】 

 プランでは、市民が地域を意識し愛着を

持てるよう小中学校の学校教育で地域と

の関わりをもつ機会を増やすことを目指

しています。 

 今後、学校や市民団体などと事業の実施

方法について検討を行う予定です。 
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15 

P.48 

地域活動に参

加しやすい環

境づくりにつ

いて 

市民が活動しやすい環境

の提供 

1）広さ 

2）場所 

3）平等の厳守 

4）資金支援 

【参考】 

 プランでは、市は、市民の地域活動を支

援するために人材育成、補助金、活動保険、

団体認証・登録などによる団体の活動支援

を検討することとしています。 

 今後、市民活動推進センターが、更に市

民が活動しやすい環境となるよう機能・規

模などのセンターのあり方について検討

して参ります。 

16 

P.48 

人材育成につ

いて 

市民参加・協働に対する人

材の確保、デビュー支援

策、人材育成策が不明 

【参考】 

プランにおける人材育成及び人材の確

保策等については、新たに活動を始める人

への支援及び人材育成として、団塊シニア

世代の地域活動や人材バンクの構築を予

定しており、また、地域における人材育成

として、地域を担うコミュニティリーダー

の育成や市民間、団体間をコーディネート

できる市民活動コーディネーターの養成

の実施を予定しています。 

17 

P.50 

市民活動推進

センターの運

営・機能強化

について 

市民活動推進センターの

機能強化・拡充について賛

成です。 

【参考】 

ありがとうございます。市民活動推進セ

ンターについては、機能・規模のあり方な

ど市民活動団体や利用者と十分な協議を

行い、運営・機能強化を進めて参ります。

18 

P.50 

市民活動推進

センターの運

営・機能強化

について 

自治会等との交流の場と

することについて、以下の

理由により反対である。 

・市民活動推進センターの

面積が狭い。 

・自治会は各地域に拠点を

定めるべきである。 

【修正】 

市民活動推進センターの運営・機能強化

については、市民活動推進センターの機

能・規模のあり方も含めて、市民活動団体

や利用者と十分な協議を行い、今後の方針

について検討して参ります。 

プランにおける記述については、「検討

にあたっては、市民活動団体などを交えて

検討する」ことを加え、修正します。 

19 

P.50 

市民活動推進

センターの運

営・機能強化

について 

市民活動推進センターの

機能強化・拡充について、

今後の運営体制が不明で

ある。 

【参考】 

市民活動推進センターの運営・機能強化

については、市民活動推進センターのあり

方や今後の方針も含めて、運営に携わって

いる関係者や利用者と十分に協議を行っ

て参ります。 
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20 

P.52 

地域のリーダ

ーになる市民

の養成につい

て 

市民自治に向けた支援体

制・リーダー養成策が見え

ない。 

【その他】 

プランでは、市民が地域において、市民

主体のまちづくりを行えるよう、地域を担

うコミュニティリーダーの育成と市民間、

団体間をコーディネートできる市民活動

コーディネーターの養成を行うこととし

ています。 

 具体的な施策については、個別に検討を

行ったうえで、あらためて事業として実施

していきます。 

 

21 

P.53 

地域の課題解

決のための地

域のしくみづ

くりについて 

地域の課題解決に向けた

行政側からの協働ルール

が不明確 

【修正】 

 新たに「協働を進めるうえでの基本原

則」について加えます。 

その中で、市民と市が協働を進めるうえ

でのお互いのルールをわかりやすく表記

します。 

22 

P.53 

地域の課題解

決のための地

域のしくみづ

くりについて 

住民・自治会・行政など全

参加者を結ぶシステムが

見えない。 

（役割と資格、有償化・報

償化、住民税１％制度な

ど） 

【参考】 

 プランでは、自治会や地域の団体などが

主体となり、小学校区を基礎としたまちづ

くり組織を設立し、地域課題の解決策を図

って参ります。 

 また、市は、地域コミュニティ活動を支

援するため、まちづくり組織への補助制度

の創設を検討します。 

 事業の実施にあたっては、市民・市民活

動団体・事業者などと協議・検討しながら

進めて行きます。 
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【その他】 8 件（修正 1件 既記載 0件 参考 3件 その他 4件） 

番号 意見箇所 意見の内容 市の対応 

23 

その他 市が市民参加・協働によ

り、計画を実行する決意

が中心の計画なので、ぜ

ひ実現して欲しい。 

【その他】 

ありがとうございます。ご意見として伺

います。 

24 

その他 市は、今後、市に市民の

意見を取り入れる「市民

参加」から市民とともに

働く「市民協働」に移行

すべきである。そのため

の予算として、市民参加

において審議会等で支

出している委員報酬を

徐々になくし、報酬を協

働の分野に振り分ける

べきである。 

【その他】 

ご意見として伺います。 

25 

P.67 

図について 

「（仮称）白井市市民協

働推進本部」が、「（仮称）

市民協働推進委員会」に

対して、改善指示とある

が、根拠はなにか。 

【その他】 

パブリックコメントのために印刷し配布

した一部の素案の記述に誤って「改善指

示・改善報告」と記述がされたまま印刷さ

れたものがありました。正しくは、「改善報

告・公表」です。 

大変ご迷惑をおかけしました。 

26 

その他 市や梨業組合が、市内の

働いていない若者に梨

の生産教育制度を行い、

農業への就労を支援す

ることで、不耕作地の減

少し、梨のブランド化と

生産量の向上が期待で

きるので、市は積極的に

取り組むべきである。 

【参考】 

プランが規定するのは、市が体系的に市

民参加・協働を進めるための推進体制の整

備と市が現在実施している総合計画事業を

市民参加・協働で推進するための事業です。

ご提案のありました事業は、今後の参考

とさせていただきます。 

27 

その他 

協働の事例に

ついて 

「しろい環境よいと

こ百選の発行にあたっ

て、市の関与のあり方な

どを事例として取り上

げてほしい。 

【参考】 

 協働の事例として、今後市が作成する協

働の事例集における掲載を検討します。 
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28 

その他 

自治会が地域

を担うことに

ついて 

自治会は、自治会の行事

に忙しく、地域の活動を

行うことはできないの

ではないか。 

【参考】 

自治会が地域を担うことについて、自治

会長をはじめ役員の方々が自治会行事で忙

しいことについては市も認識しているとこ

ろですが、自治会は地域におけるコミュニ

ティの基盤と捉えていますので、地域づく

りに自治会の皆さんの協力が不可欠です。

市としましては、住民主体のまちづくり

を推進したいと考えていますので、プラン

では、各小学校区に地域担当職員を配置す

るなど、地域の課題解決の支援に取り組ん

でいきたいと考えています。 

 

29 

その他 

協働の事例に

ついて 

市が実施している協働

の事例として、成功の事

例として総合型地域ス

ポーツクラブの事例が

あるので、事例として紹

介してほしい。 

【修正】 

 白井市における総合型地域スポーツクラ

ブについて、文章中に記述を加えます。 

 なお、総合型地域スポーツクラブの活動

については、協働の事例として非常に良い

取り組みであると認識しております。 

事例については、今後市が作成する協働

の事例集に掲載を検討しております。 

30 

その他 

まちづくり条

例について 

まちづくり条例の最大

の特徴である「地区計

画」が本当の意味で策定

されたことはないので、

なぜなのかを分析検討

する必要がある。 

【その他】 

プランが規定するのは、市が体系的に市

民参加・協働を進めるための推進体制の整

備と市が現在実施している総合計画事業を

市民参加・協働で推進するための事業です。

なお、都市計画法に基づく地区計画につ

いては、現在、市内 11 区画で決定していま

す。また、まちづくり条例に基づく「地区

まちづくり計画」は、既に市内 1 地区で決

定しており、現在も地区まちづくり計画を

決定するための組織である「地区まちづく

り協議会」の設立に向けて活動を行ってい

る地区もありますので、地区の意見を伺い

ながら進めて参ります。 
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資料 2 （仮称）市民参加・協働のまちづくりプランにおける意見交換会意見一覧 

 

 

 

 

 

【プランの策定過程に関すること】 

 10 月 15 日広報しろいで情報を知った。パブリックコメントで知るのではなく、市民活

動推進委員会で中間報告等を知りたかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プラン一般について】 

 P.1 において、自助・共助・公助の捉え方があるが、非常に適切であり、現状を良く把

握している。そのうえで協働を進めて行くという考え方は非常によく理解できる。 

 以前は、自助・互助・共助・公助という区分であったが、従来のコミュニティや職能

的な互助組織が実質的になくなり、互助がなくなったというのは日常生活や活動を通

じて感じており、ますます共助が必要となっており、その主体は市民と行政であると

感じている。 

 総合計画の実効性をあげるために作る計画ということであれば、議会の議決が必要な

のではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

実施日時：平成 24 年 11 月 13 日（火） 午前 10 時～正午        11 人 

22 日（木） 午後 1時 30 分～午後 3時 30 分  11 人 

計画における市の考え方 

 市民活動推進委員会に対しては、(仮称)市民参加・協働のまちづくりプランを策

定中であること、年度当初に素案が確定した時点で説明を行う旨を伝えている。

 なお、この時期に説明する理由として、平成 23 年 11 月に市民一般向けに素案が

確定していない時点で、「このような計画を策定中である。」と説明会を行ったが、

素案として固まってから情報提供をされないと、意見を出しにくいとの指摘があ

ったことから、素案として確定してから説明した次第である。 

計画における市の考え方 

 P.1 に記述したとおり、共助の意識の高まりが市民参加・協働によるまちづくり

の必要性を後押ししている側面は非常に大きい 

 総合計画を市民参加・協働で実施することは総合計画の第 3編に規定をされてお

り、今回の計画は、あくまでも総合計画自体ではなく、進め方を規定するもので

ある。また、本計画は、実施計画に「(仮称)参加・協働のまちづくり推進プラン

事業」として位置付けられており、計画的に実施されるものである。 
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【プランの取り組み方法に関すること】 

 このような地域における市民のまちづくりが、机上の空論とならないように早く取り

組めることについては、早く実施していけると良い。 

 協働の体制を早く整備することが重要である。 

 市民参加・協働を総合的に実施するということであるが、実際の事業の実施にあたっ

て、一度全ての事業を市民活動支援課が判断するということか。 

 地域福祉計画においても、地域福祉コーディネーター養成講座という企画がある。プ

ランのコーディネーター養成事業は同じ目的であるので、一緒に実施するなど連携を

することができるのではないか。 

 地域福祉を実践するにあたり、地域でのサロンやお助け隊など自治会と連携して実施

している事業が多い。自治会を巻き込むということは非常に有用である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画における市の考え方 

 今回の計画は、市が従来実施している事業に対して、市民参加・協働の視点をも

っと加えるべきであるという前提に立って策定しているものである。事業の目的

などそのものには変更はないが、やり方については各課で見直ししていただくこ

ととなると考える。 

 実施計画に規定されている計画については、あくまでも各課が各課の事業として

実施するものであり、職員の全てが行うべきことである。各課は、今まで以上に

市民参加・協働を意識しながら事業計画事業を実施することとなる。 

 なお、プランにより、市民活動支援課などが新たに実施する事業は、市民参加型

の会議運営方法の研修実施など、市民参加・協働の環境支援である。これは、各

課が事務事業を実施するにあたり、市民参加・協働の取り組みを行うことを期待

し、新たに実施するものである。 
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【市民活動推進センターに関すること】 

 既に公益活動を取り組んでいる団体でも活動は自分たちだけで実施してしまっている。

波及効果や効率を考えた場合、市やほかの団体と協働で実施した方が効果の高いもの

となる。今後は、そのような団体を目指す必要がある。それを育てるのは、市や市民

活動推進センターなので、役割が非常に大きい。 

 市民活動推進センターの運営・機能強化（P.50）とあるが、現状を全く認識していな

い。自治会や個人が自由に情報交換の場として利用とあるが、あの狭い施設をどうや

って利用するのかを考えていない。 

 自治会が市民活動推進センターを利用するというが、自治会は地域の団体である。地

域の団体がなぜ市の施設をわざわざ利用するのかはわからない。それぞれの集会所や

地域のセンターを利用すれば良い。連携の必要がある時は、市民活動団体が自治会の

ある地元へ直接行けばよいのではないか。 

 

（委員間の議論） 

←自治会と市民活動団体が連携することもあるのではないか。現に清水口三丁目と

SSVA は連携した活動を実施している。今後もこのように自治会と市民活動が連携す

ることもあると思うので情報提供などがあれば良いと思う。 

←自治会の立場から考えたときに、既にどこかで実績のある団体が活動範囲を広げて、

新たに活動する際に、事前の市民活動団体と自治会の協議が、地域で実施されない

場合も当然あると思う。例えば、会議などを実施する際に、市民活動団体からの出

席者が非常に多く、自治会の参加者が少ない場合は、当然自治会がお邪魔すること

となる。自治会だからということではなく、活動ということで捉えてもらえれば良

いのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計画における市の考え方 

 自治会、市民活動団体、NPO などの地域の団体や住民に対して、地域の情報提供

や相談、それぞれの団体間相互の連携・協力をコーディネートし、地域活動を行

う個人や団体の活動を支援する役割（中間支援機能）について、市民活動団体を

交えて検討する。 

 現在の市民活動推進センターが狭いという意見があることから、庁舎新設・改修

に際して、職員による庁内検討委員会では、公益的な市民活動を行う市民が利用

できる一定規模のスペースを確保することで検討を行っている。 
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【小学校区のまちづくり組織に関すること】 

 市が地域活性化事業として、地区社協と連携して事業を実施しており、いろいろな話

をすることで、課題の解決に結びついている事例があり、連携・協働の必要性や効果

は高い。 

 小学校区を基礎としたまちづくり（P.53）は非常に良い取り組みであると思う。既に

中学校区の組織された地区社会福祉協議会を小学校区ごとに再編成するという取り組

みが行われている。これは、福祉の世界の考え方だが、市民が高齢化することで、今

までの域圏よりも更に小さな徒歩圏としての小域圏での活動が、共助の観点ではより

重要であるという理解から実施されるものである。今回のプランにおける市の考え方

はこれに沿っているので、非常に現状を把握していると考える。 

 基本的には賛成である。ただし、中学校区とするのもありだと思う。 

 非常に良い取り組みであると思う。現在引きこもりの方々の社会復帰を目指す取り組

みを行っているが、活動を実施して思うのは、もっと地域でいろいろな側面から支援

する必要性を感じている。 

 

 

 

 

 

 

 

【プランの評価に関すること】 

 市民活動推進委員会は、多様な市民活動を実践している人たちが参加している。職務

として、課題や解決に対して、市民活動団体と市が協働で実施できる事業の促進に関

することとある。この推進委員会で意見を聴き、市に対して、提案という形をとるべ

きであるが、計画の中で、この委員会の位置付けはどうなっているのか。 

 

計画における市の考え方 

 市民との協働についてどの組織がどのような役割を担っていくかなどは、今後検

討すべき事項であるが、P.57やP.67にある(仮称)市民協働推進委員会の機能は、

新設のほか、既存の組織の活用も含め検討していく。 

計画における市の考え方 

 地域の課題解決のための地域のしくみづくりについては、P.66 のとおり、段階

的な仕組みづくりを目指しているところであり、対話を通じた検討を重ねながら

事業を段階的に実施していくこととしている。 
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資料 3  （仮称）市民参加・協働のまちづくりプランの修正について 
 

【修正箇所一覧】 ※資料１から、素案を修正するものの意見を抽出し一覧にしたものです。 

 

 

 

 

 

意見箇所 意見の内容 市の対応 

修正箇所 1 

（意見番号 8） 

 

P.27 

協働の定義 

市は、協働の定義におい

て、「市民と市」が「対

等であるという原則」が

白井市の考え方・定義か

ら欠如している。 

【修正】 

市民参加・協働の定義については、白井

市市民参加条例の定義を記述しています。

 協働の定義については、新たに「協働を

進めるうえでの基本原則」及び「協働の定

義」について加えます。 

その中で、市民と市が協働を進めるうえで

のお互いのルールとして、「対等な関係」

について記載し、わかりやすく表記しま

す。 

修正箇所 3 

（意見番号 21） 

 

P.53 

地域の課題解決の

ための地域のしく

みづくりについて 

地域の課題解決に向けた

行政側からの協働ルール

が不明確 

【修正】 

新たに「協働を進めるうえでの基本原

則」について加えます。その中で、市民と

市が協働を進めるうえでのお互いのルール

をわかりやすく表記します。 

修正箇所 3 

（意見番号 18） 

 

P.50 

市民活動推進セン

ターの運営・機能

強化 

自治会等との交流の場と

することについて、以下

の理由により反対であ

る。 

・市民活動推進センター

の面積が狭い。 

・自治会は各地域に拠点

を定めるべきである。 

【修正】 

市民活動推進センターの運営・機能強化

については、市民活動推進センターの機

能・規模のあり方も含めて、市民活動団体

や利用者と十分な協議を行い、今後の方針

について検討して参ります。 

プランにおける記述については、「検討

にあたっては、市民活動団体などを交えて

検討する」ことを加え、修正します。 
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意見箇所 意見の内容 市の対応 

修正箇所 4 

（意見番号 29） 

 

その他 

協働の事例につい

て 

市が実施している協働の

事例として、成功の事例

として総合型地域スポー

ツクラブの事例があるの

で、事例として紹介して

ほしい。 

【修正】 

 白井市における総合型地域スポーツクラ

ブについて、文章中に記述を加えます。 

 なお、総合型地域スポーツクラブの活動

については、協働の事例として非常に良い

取り組みであると認識しております。 

事例については、今後市が作成する協働の

事例集に掲載を検討しております。 
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から大人ま

ジして、「つ

積極的な市

 

に至るまで、

まちづくり

を自覚し、信

     

働のまちづくりプ

章 プラン
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市市民参加

市が、お互

を活かしな

あるとして

民と築く安

までまちの

つなげよう

市民参加・

広く市民

りを推進す

信頼関係を

   

プラン策定会議

ンの理念と

加条例によ

互いの意見や

ながら、共通

ています。 

安心で健康な

いたるとこ

！人と笑顔

参画が必要

民の意見を反

することを目

を築くととも

  （白井

・第 19回庁内策

と体系 

り以下のと

や対話を通

通の目的で

  

なまち しろ

ころに人が

顔、地域の

要であり、

反映させる

目的として

もに、相互

井市市民参

策定部会合同会

とおり定義

通じて、そ

である課題

ろい」を

が集まり、

の輪」を 

市民と

るととも

て、市民が

互に補完

参加条例）

議 
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Q．協働を進めるうえでの基本原則は？ 

Ａ．パートナー(市民等)と白井市の互いのルールとして、５つの基本的
な原則があります。 
 

協働を進めていくためには、この原則をお互いに理解することが重要となります。 

① 相互理解  相互の特性（長所や短所）を理解し、尊重します。 

② 自主性の尊重  市は、パートナーの活動が自主的かつ自己責任のもとで行われていることを

理解し、その主体性を尊重します。 

③ 対等な関係 お互いが上下の関係ではなく、横の関係を保つことを心がけます。 

④ 相互自立 どちらかに依存するのではなく、お互い自立した関係を保ちます。 

⑤ 情報の公開 説明責任を遂行し、協働について社会的理解を得るよう努めます。 

 

Ｑ．協働の定義は？ 
Ａ．協働という言葉について、決まった定義はありません。 
それぞれの自治体で、それぞれの現状を踏まえて定義しています。 

 

白井市では、平成 16 年 6 月に制定した「市民参加条例」において、協働を「市民と市がそれぞれ

の役割と責任を自覚し、信頼関係を築くとともに、相互に補完し、協力することをいう。」と定義して

います。（P.27） 

また、県内のその他の自治体の定義では、鎌ケ谷市は「市民との協働戦略プラン」、船橋市は「市民

協働の指針」、千葉県は「千葉県パートナーシップマニュアル」にて、協働を定義しています。 

いずれの定義においても、今回のプランで定めるように、協働の基本原則を踏まえたうえで、「お互

いの意見や対話を通じて、それぞれの役割を認め合い、お互いの良いところを活かしながら、共通の

目的である課題解決・まちづくりに向け、協力する関係」となっています。 

 

市町村 協働の定義 

船橋市 

あらゆる主体が、それぞれの社会

的役割と責務を認識し、互いの持

つ特性を尊重しつつ、補完し合

い、協力・連携し合いながら、市

民福祉の増進に向けた地域交流の

活性化や地域における課題解決と

いう共通の目的のために、創造的

かつ持続的に取り組むこと。 

「市民協働の指針」

鎌ケ谷市 

市民同士が、また市民と市が相互

に対等な関係のもと、互いの特性

や立場を十分理解し、認め合いな

がらそれぞれの役割と責任のもと

に、地域社会に共通する課題の解

決や目標の実現に向けて協力する

こと。「市民との協働戦略プラン」 

出典：『市民との協働 Q＆A～「市民と築く安心で健康なまち しろい」を目指して～』（平成 23 年 10 月）

『千葉県パートナーシップマニュアル』

区 分
支 援 

（サポート） 

協 働 
（≒コラボレーション）

外部委託 
（アウトソーシング）

関 係

（NPO） 

活動に必要な資源が不足 

←資源を提供（行政） 

 

 

 

 

 

 

 

“NPO のやりたいこと”を

行政が応援する関係 

（NPO＆行政） 

対等な関係の下、互いの力

を持ち寄り、役割分担し、

事業を一緒につくり実施 

 

 

 

 

 

 

 

“NPO の目的”と”行政の

目的”を 1 つの事業の中

で両方とも実現する関係 

（行政） 

仕事を決めて依頼 

→決められたことを実行 

 

 

 

 

 

 

 

 

“行政のやりたいこと”を 

NPO が実現する関係 

成 果
多様で自立的・継続的な

NPO 活動の実現 

より市民ニーズに沿った相乗

効果のある社会サービスの実

現、市民の自助力の向上 

行政サービスの向上や経費

の削減 

（参考）
具体的に進める

ための手法例

補助金 

環境整備(制度創設など) 

広報支援 

助言 

実行委員会・共催 

補助金 

委託 

事業協力 

委託 
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修正箇所 3  P.50 （素案） 

（3）市民活動推進センターの運営・機能強化 

市民活動団体に関する情報提供と相談、団体同士のネットワークを構築し、市民活

動を推進するため、市が白井駅前センター内に開設した市民活動推進センターの機能

を強化します。 

また、市民個人や自治会等の地域コミュニティ団体が利用できるように交流機能を

拡大するとともに、それぞれの団体間相互の連携・協力をコーディネートし、中間支

援施設としての役割を担う組織とします。 

【具体的な事業】 

① 市民個人や市民活動団体、地域コミュニティ団体、市相互の情報発信、交流、調

整機能を担う組織として市民活動推進センターを位置づけし、団体の中間支援機

能に加えて地域の様々な人々が情報交換や交流の場として、自由にオープンに活

用できるようにする。【担当課：市民活動支援課】 

② 個人・市民活動団体への情報提供、交流機能に加えて、団体間相互の連携・協力

をコーディネートし、中間支援施設としての役割を担う。【担当課：市民活動支援課】 

市民の取り組み 実施スケジュール 

市 民 市民活動団体 事業者 
仲間・応援

してくれる人

短期 

（H24～H25）

中期 

（H26～H27） 

長期 

（H28～  ） 
 市民活動推進

セ ン タ ー を 利

用する 

 市民活動に関

心を持つ。・ 

 自治会や市民

活動団体に参

加する。 

 団体間の連携

を 意 識 し 、 情

報交換を行う。 

 地域での活動

を 意 識 し 、 自

治会との連携

を強化する。

 どのような支援

が必要なのか

を伝える。 

 自分たちの課

題意識や活動

内 容を わか り

やすく発信す

る。 

  利用者 

 リピーター

 自治会 
 地区社協 

 

 

  

 

  

中間支援機能の強化②運営団体への研修費助成 

検討・団体との調整 ①交流機能調査 実施

①連携事業の試行・実施・展開 

②団体との意見交換

②運営団体の自主事業の実施 
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修正箇所 3（修正案） P.50  

（3）市民活動推進センターの機能・規模拡充の検討 

市民活動推進センターは、市民活動を行っている団体やこれから市民活動を行おう

とする市民が、公益的な市民活動を行うことができるように「情報」「活動」「交流」

の場を提供し、市民活動を支援する施設です。 

このような中、公益的な市民活動の支援を更に充実させるために、市民活動推進セ

ンターの相談窓口、人材育成支援、情報発信等の機能の充実や規模の拡充が求められ

ています。 

今後は、これらの課題に対応するため、市民活動推進センターの機能・規模などの

あり方とともに公益的な市民活動を行う市民や団体同士の連携・協力をコーディネー

トする中間支援機能の役割を担う施設となるよう検討します。 

 

【具体的な事業】 

① 公益的な市民活動を支援するために市民活動推進センターの機能・規模などのあ

り方について市民活動団体を交えて検討。【担当課：市民活動支援課】 

② 今までに実施している個人・市民活動団体への情報提供、交流機能に加えて、団

体間相互の連携・協力をコーディネートし、中間支援施設としての役割を担う施

設となるための機能の検討。           【担当課：市民活動支援課】 

市民の取り組み 実施スケジュール 

市 民 市民活動団体 事業者 
仲間・応援

してくれる人

短期 

（H24～H25）

中期 

（H26～H27） 

長期 

（H28～  ） 
 市民活動推進

セ ン タ ー を 利

用する 

 市民活動に関

心を持つ。・ 

 自治会や市民

活動団体に参

加する。 

 団体間の連携

を 意 識 し 、 情

報交換を行う。 

 地域での活動

を 意 識 し 、 自

治会との連携

を強化する。

 どのような支援

が必要なのか

を伝える。 

 どのような推進

セ ン ター が あ

ればより公 益

的な活動がで

きるのか検討

する。 

 自分たちの課

題意識や活動

内 容を わか り

やすく発信す

る。 

  利用者 

 リピーター

 自治会 
 地区社協 

 

 

 

 

  

実施 

中間支援機能の強化②運営団体への研修費助成 

①団体・利用者とのあり方・検討 

①推進センターの規模・機能調査 

②団体との意見交換

②運営団体の自主事業の実施 
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（２）市民の取り組み 

 

地域コミュニティの核となる自治会は、市内のそれぞれの地域で、防災・防犯や地域

福祉、住民同士の交流などの各種のイベントに取り組んでいます。また、災害時要援護

者への対応や防犯など広域的な地域課題について対応するため、小学校区単位で、定期

的に自治会長の話し合いを開催している地域もあります。 

小学校区や中学校区ごとに設立されている地区社会福祉協議会は、高齢者対策などの

地域の中で助け合い、支え合う活動に取り組んでいます。 

市民団体や NPO などは、環境、子育て、福祉、まちづくり、国際交流など様々なテー

マで、専門性を活かした市民による公益的な市民活動の取り組みを広げています。 

 これらの取り組みを通じて、市民の中には、「市民自らが地域の課題を考え主体的に解

決していく」という意識が芽生えつつあるとともに、地域におけるまちづくりの必要性

が認識されつつあります。 
 

<主な市民の取り組み> 

①自治会・町会等（地縁組織） 

住み良い地域社会を目指し、市内それぞれで活動しています。 

市には、平成 24 年 4 月現在、93 の自治会・町会・区・管理組合が結成されており、そ

の会員世帯数の合計は、15,812 世帯で、自治会に加入している市民の割合（自治会化加

入率）は、約 68.7％です。 

 

【主な活動】 

・生活の場をみんなでよくする活動 

・交流・ふれあいの場づくり 

・地域課題の解決に向けた活動 

・行政との協働への活動 など  

 

 

 

市町村名
自治会 

加入率 

高齢化率 

（ ）内県内順位（低い順）

我孫子市 75.5％ 2 4 . 0 % （ 2 6 位 ）

鎌ケ谷市 68.3％ 2 2 . 2 % （ 1 8 位 ）

流 山 市 ※72.2％ 2 1 . 3 % （ 1 5 位 ）

松 戸 市 73.5％ 2 0 . 8 % （ 1 2 位 ）

柏  市 73.9％ 2 0 . 6 % （ 1 0 位 ）

船 橋 市 76.4％ 2 0 . 2 % （  9 位 ）

習志野市 71.5％ 1 9 . 9 % （  8 位 ）

白 井 市 68.7％ 1 8 . 9 % （  5 位 ）

成 田 市 ※59.0％ 1 7 . 8 % （  4 位 ）

市 川 市 63.0％ 1 7 . 7 % （  3 位 ）

印 西 市 67.9％ 1 6 . 6 % （  2 位 ）

浦 安 市 ※52.8％ 1 2 . 8 % （  1 位 ）

■ 千葉県内市町村の自治会加入率と高齢化率一覧

平成 24 年 4 月現在（※印の市は平成 23 年度のもの） 
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（２）市民の取り組み 

 

地域コミュニティの核となる自治会は、市内のそれぞれの地域で、防災・防犯や地域

福祉、住民同士の交流などの各種のイベントに取り組んでいます。また、災害時要援護

者への対応や防犯など広域的な地域課題について対応するため、小学校区単位で、定期

的に自治会長の話し合いを開催している地域もあります。 

小学校区や中学校区ごとに設立されている地区社会福祉協議会は、高齢者対策などの

地域の中で助け合い、支え合う活動に取り組んでいます。 

市民団体や NPO などは、環境、子育て、福祉、まちづくり、国際交流など様々なテー

マで、専門性を活かした市民による公益的な市民活動の取り組みを広げています。 

また、桜台、南山、大山口、七次台の中学校区では、地域の市民が中心となり総合型

地域スポーツクラブを設立し、スポーツやレクリエーションを通して、子どもから高齢

者までの全ての人達が、健康づくりと世代・地域の交流を図られるよう活動しています。 

 これらの取り組みを通じて、市民の中には、「市民自らが地域の課題を考え主体的に解

決していく」という意識が芽生えつつあるとともに、地域におけるまちづくりの必要性

が認識されつつあります。 
 

<主な市民の取り組み> 

①自治会・町会等（地縁組織） 

住み良い地域社会を目指し、市内それぞれで活動しています。 

市には、平成 24 年 4 月現在、93 の自治会・町会・区・管理組合が結成されており、そ

の会員世帯数の合計は、15,812 世帯で、自治会に加入している市民の割合（自治会化加

入率）は、約 68.7％です。 

 

【主な活動】 

・生活の場をみんなでよくする活動 

・交流・ふれあいの場づくり 

・地域課題の解決に向けた活動 

・行政との協働への活動 など  

 

 

 

 

市町村名
自治会 

加入率 

高齢化率 

（ ）内県内順位（低い順）

我孫子市 75.5％ 2 4 . 0 % （ 2 6 位 ）

鎌ケ谷市 68.3％ 2 2 . 2 % （ 1 8 位 ）

流 山 市 ※72.2％ 2 1 . 3 % （ 1 5 位 ）

松 戸 市 73.5％ 2 0 . 8 % （ 1 2 位 ）

柏  市 73.9％ 2 0 . 6 % （ 1 0 位 ）

船 橋 市 76.4％ 2 0 . 2 % （  9 位 ）

習志野市 71.5％ 1 9 . 9 % （  8 位 ）

白 井 市 68.7％ 1 8 . 9 % （  5 位 ）

成 田 市 ※59.0％ 1 7 . 8 % （  4 位 ）

市 川 市 63.0％ 1 7 . 7 % （  3 位 ）

印 西 市 67.9％ 1 6 . 6 % （  2 位 ）

浦 安 市 ※52.8％ 1 2 . 8 % （  1 位 ）

■ 千葉県内市町村の自治会加入率と高齢化率一覧

平成 24 年 4 月現在（※印の市は平成 23 年度のもの） 
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資料 4  （仮称）市民参加・協働のまちづくりプランの計画名について 

 

 

【白井市が市民参加・協働で目指す姿】 

これまでの市民参加・協働の取り組みを大切にしながら、このプランでの課

題と方向性を踏まえ、更なる市民参加・協働を進めるため、「響きあい」を

基本とした市民自治のまちを目指します。 

 

【響きあい ～響きあい みのりある協働のまち しろい～】 

市民と市が、お互いの意見や対話を通じて、市民同士、市民と市、市の各部

署同士の連携が密になり、それぞれ「響きあう」市民参加・協働を推進して

いきます。 

 

「市民参加」 多様な市民とともにつくる  

市民、市民活動団体、事業者などの多様な市民が市の計画策定、事業の実施、評価に参

加し、市とともにまちをつくりあげていく「市民参加」を目指します。 

 

「市民自治」 みんなで地域をつくる     

自治会や地区社会福祉協議会、自主防災組織、市民活動団体、事業者などが一体となっ

て、地域で連携・協力することで、地域の課題を解決する「市民自治」を目指します。 

 

「市民協働」 共有と信頼で築く        
市民、市民活動団体、事業者、市が、情報と目的を共有し、それぞれの役割と責任を自

覚して、信頼関係を築きながら「市民協働」を目指します。 

 

【～Key Word～】 
・ 響きあい ・ 市民参加 ・ 市民自治 

・ 市民協働（協働） ・ 連携 ・ まちづくり 

・ 推進 ・ みのり ・ プラン  

・ 指針 ・ 計画 ・ 多様な主体 

・ 対話 ・ 段階的 ・ 相互 

・ 双方向 ・ みんな ・ 地域 

・ 共有 ・ 信頼 ・ 愛着 

・ ルール ・ 役割 


